
20�平成25年10月号

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

住
所
、
氏
名
を
書
い
て
、
直
接
か
郵
送

で
、
区
分
の
変
更
に
つ
い
て
は
県
知
事

宛
て
で
県
都
市
計
画
課（
〒
７５３-

８
５
０
１

山
口
市
滝
町
１
番
１
号　
☎
０８３-

９３３-

３
７

３
３
）へ
、
用
途
地
域
・
地
区
計
画
に
つ

い
て
は
市
長
宛
て
で
市
都
市
計
画
課（
〒
７５０-

８
５
２
１
市
内
南
部
町
１
番
１
号
）へ
。

■問
都
市
計
画
課（
☎
２３１-

１
９
３
２
）

長
浜
上
第
１
踏
切
通
行
止
め
の

お
知
ら
せ

　
市
道
長
府
才
川
町
１１
号
線
交
通
安
全

施
設
等
整
備（
浸
水
対
策
）工
事
の
実
施

に
伴
い
、
全
面
通
行
止
め
を
行
い
ま
す
。

規
制
期
間
中
は
案
内
看
板
を
参
考
に
周

辺
道
路
へ
の
迂
回
を
お
願
い
し
ま
す
。

■期
１１
月
上
旬
～
平
成
２６
年
１０
月
下
旬（
予

定
）　
■所
長
浜
上
第
１
踏
切（
長
府
才
川

町
二
丁
目
）

■問
河
川
課（
☎
２３１-

１
１
７
１
）

浄
化
槽
設
置
費
用
補
助
金

　
浄
化
槽
を
設
置
す
る
個
人
に
、
設
置

工
事
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■対
▽
区
域
＝
公
共
下
水
道
の
整
備（
予

定
）区
域
、
漁
業
・
農
業
集
落
排
水
施

つ
の
し
ま
夕
や
け
マ
ラ
ソ
ン

通
行
止
め
区
間
の
お
知
ら
せ

■日
１０
月
１９
日（
土
）　

●
全
面
通
行
止
め
区
間　
▽
角
島
大
橋

＝
午
後
３
時
１５
分
～
４
時　
▽
海
士
ヶ

瀬
公
園
前
～
島
戸
方
面
＝
午
後
３
時
１５

分
～
３
時
３０
分　
▽
角
島
大
橋
～
県
道

角
島
神
田
線
牧
崎
公
園
口
バ
ス
停
付
近

＝
午
後
３
時
１５
分
～
４
時　
▽
Ｊ
Ａ
下

関
角
島
支
所
横
県
道
出
口
～
旧
角
島
中

学
校
横
三
叉
路
か
ら
尾
山
港
方
面
へ
２００

㍍
付
近
＝
午
後
３
時
３５
分
～
４
時
４０
分

▽
旧
角
島
中
学
校
横
三
叉
路
か
ら
尾
山

港
方
面
へ
２００
㍍
付
近
～
角
島
小
学
校
前

＝
午
後
３
時
３５
分
～
４
時
４０
分　
▽
角

島
灯
台
公
園
周
回
道
路（
１
車
線
区
間
）

＝
午
後
３
時
３５
分
～
４
時
２０
分

●
片
側
交
互
通
行
区
間　
▽
角
島
灯
台

公
園
周
回
道
路（
２
車
線
区
間
）＝
午
後

３
時
３５
分
～
４
時
５
分

■問
豊
北
総
合
支
所
地
域
政
策
課

�

（
☎
７８２-

１
９
１
１
）

満
珠
荘
か
ら
の
お
知
ら
せ

①
ふ
く
コ
ー
ス
宿
泊
プ
ラ
ン
＝
■期
１０
月

１
日
～
平
成
２６
年
３
月
３１
日　
■料
１
泊

２
食
１
万
２
９
０
０
円　
※
１２
月
３１
日
～

１
月
３
日
は
除
く　
②
同
窓
会
プ
ラ
ン

（
特
別
会
席
料
理
の
宿
泊
・
日
帰
り
プ

ラ
ン
）＝
■期
１０
月
１
日
～
１１
月
２４
日　

■料
１
泊
２
食
９
８
０
０
円　

※
夕
食
の

み
４
５
０
０
円　
※
オ
リ
ジ
ナ
ル
土
産

と
２
次
会
カ
ラ
オ
ケ
無
料
な
ど
の
特
典

付
き　

③
年
末
年
始
の
宿
泊
予
約（
１２

月
３１
日
、
１
月
１
日
）＝
■期
１０
月
１
日
～�

２０
日　
■定
４０
人（
抽
選
）　
■申
①
２
人
以

上
・
３
日
前
ま
で
に
、
電
話
か
ホ
ー
ム�

ペ
ー
ジ
で
予
約
受
け
付
け　
②
１０
人
以

上
・
３
日
前
ま
で
に
、
電
話
で
予
約
受�

け
付
け　
③
往
復
は
が
き
に
、
宿
泊
日
、

人
数
、
代
表
者
の
○必（
６
㌻
）と
同
伴
者�

の
氏
名
・
年
齢
を
書
い
て
、
満
珠
荘（
〒�

７５１-

０
８
１
３
市
内
み
も
す
そ
川
町
３

番
７５
号
）へ
。

■問
満
珠
荘（
☎
２２２-

１
１
２
６
）

耐
震
診
断
説
明
会

■対
木
造
一
戸
建
て
住
宅
の
耐
震
診
断
を

考
え
て
い
る
方　
■日
１０
月
５
日（
土
）午

後
１
時
３０
分
～
２
時
３０
分　
■所
北
部
公

民
館　
■内
耐
震
診
断
・
改
修
・
耐
震
に

関
す
る
補
助
制
度
に
つ
い
て　
※
公
共

交
通
機
関
の
利
用
を

■問
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課

�

（
☎
２３１-

１
９
４
１
）

下
関
都
市
計
画（
伊
倉
本
町
地
区
）の

案
の
縦
覧
が
で
き
ま
す

■内
▽
縦
覧
内
容
＝
下
関
都
市
計
画（
伊

倉
本
町
地
区
）の
変
更
案（
市
街
化
区
域

と
市
街
化
調
整
区
域
の
区
分
の
変
更
、

用
途
地
域
の
指
定
、
地
区
計
画
の
決
定
）

▽
縦
覧
期
間
＝
１０
月
８
日
～
２２
日（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）午
前
８
時
３０

分
～
午
後
５
時
１５
分　
▽
縦
覧
場
所
＝

市
都
市
計
画
課
、
県
都
市
計
画
課（
県

庁
１１
階
）　

■申
意
見
書
提
出
＝
１０
月
２２

日（
火
／
必
着
）（
本
市
住
民
・
利
害
関

係
者
に
限
る
）ま
で
に
、
意
見
内
容
、

設
に
よ
る
処
理（
予
定
）区
域
を
除
く
全

市　
▽
建
物
＝
専
用
住
宅
な
ど　
▽
対

象
規
格
＝
１０
人
槽
以
下
の
浄
化
槽　
■内

補
助
金
額　
①
通
常
の
浄
化
槽　
▽
５

人
槽
＝
３３
万
２
０
０
０
円　
▽
７
人
槽

＝
４１
万
４
０
０
０
円　
▽
１０
人
槽
＝
５４

万
８
０
０
０
円　
②
高
度
処
理
型
の
浄

化
槽　
▽
５
人
槽
＝
４４
万
４
０
０
０
円

▽
７
人
槽
＝
４８
万
６
０
０
０
円　
▽
１０

人
槽
＝
５７
万
６
０
０
０
円　
※
み
な
し

（
単
独
処
理
）浄
化
槽
の
撤
去
を
伴
う
場

合
は
前
記
の
金
額
に
９
万
円（
上
限
額
）

を
加
算
。
新
築
・
建
て
替
え
を
除
く　

■申
平
成
２６
年
１
月
３１
日（
金
）※
予
算
額

に
達
し
次
第
申
請
受
付
を
締
め
切
り

■問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
２５２-

０
９
７
８
）

全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権
１１０
番
」

強
化
週
間

　

ま
も
な
く「
い
じ
め
防
止
対
策
推
進

法
」（
平
成
２５
年
法
律
第
７１
号
）が
施
行

さ
れ
ま
す
。こ
の
法
律
で
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
い
じ
め
が
行
わ
れ
た

場
合
、
い
じ
め
を
受
け
た
児
童
等
や
そ

の
保
護
者
は
、
い
じ
め
に
係
る
情
報
の

削
除
を
求
め
、
発
信
者
情
報
の
開
示
を

請
求
す
る
と
き
に
は
、
必
要
に
応
じ
て

法
務
局
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
こ
の

法
律
の
施
行
に
合
わ
せ
て
全
国
一
斉

「
子
ど
も
の
人
権
１１０
番
」強
化
週
間
と
定

め
、
時
間
を
延
長
し
て
電
話
相
談
を
実

施
し
ま
す
。
※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

■期
９
月
３０
日
～
１０
月
４
日　
▽
時
間
＝

平
日
の
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
７
時

▽
相
談
電
話
番
号
＝
０
１
２
０-

００７-

１１０

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

■問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

�

（
☎
２２２-

０
８
２
７
）

土
地
取
引
の
際
は
、地
価
調
査・

地
価
公
示
価
格
を
参
考
に

　
県
は
平
成
２５
年
の
地
価
調
査
価
格
を

発
表
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
土
地
の
用
途

ご
と
に
基
準
地
を
選
び
適
正
な
価
格
を

表
し
た
も
の
で
、
国
が
発
表
し
て
い
る

地
価
公
示
価
格
と
同
様
に
土
地
取
引
を

行
う
際
の
目
安
と
な
り
ま
す
。
都
市
計

画
課
、
各
総
合
支
所
、
各
支
所
で
、
地

価
調
査
価
格
を
取
り
ま
と
め
た
冊
子
を

１０
月
１
日（
火
）か
ら
配
布
し
ま
す
。

■問
都
市
計
画
課（
☎
２３１-

１
２
９
８
）

注
射
針
を
指
定
ご
み
袋
に

入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い

　
最
近
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
容
器
包
装
の
収
集
ご
み

の
中
か
ら
、
在
宅
医
療
の

物
と
思
わ
れ
る
針
の
付
い

た
ま
ま
の
注
射
器
が
発
見

さ
れ
る
事
案
が
頻
発
し
て

い
ま
す
。
注
射
針
は
作
業

員
に
と
っ
て
大
変
危
険
な
だ
け
で
な
く
、

再
資
源
化
の
支
障
に
も
な
り
ま
す
。

　
注
射
針
な
ど
を
捨
て
る
際
は
、
必
ず

医
療
機
関
・
販
売
店
へ
相
談
し
、
絶
対

に
指
定
ご
み
袋
に
入
れ
て
排
出
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

■問
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎
２５２-

７
１
６
５
）


